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議案第６０号 

 

常総市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例について 

 

常総市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定めたいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６

条第１項第１号の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年２月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律の規定に基づき，同法に定められた事務以外の市の事務において，個人番号

をその内容に含む個人情報を利用しようとする場合は，条例中にこれを規定しな

ければならないことから，新たに個人番号を含む個人情報を利用する事務を追加

するため，これを提出する。 
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常総市条例第  号 

 

常総市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

正する条例 

 

常総市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年常総

市条例第３９号）の一部を次のように改正する。 
 

「 
   

別表第２の１の項中 

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法

律第１２９号）による配偶者のない者で現に児

童を扶養しているものに関する情報であって規

則で定めるもの 
」 

を 

    

「 
   

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法

律第１２９号）による配偶者のない者で現に児

童を扶養しているものに関する情報であって規

則で定めるもの 

 

に改め，同表３の項中「 

 生活保護法による保護の実施又は就労自立給付

金の支給に関する情報（以下「生活保護関係情

報」という。）であって規則で定めるもの 

 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）

による支援給付又は配偶者支援金の支給に関す

る情報（以下「中国残留邦人等支援給付等関係

情報」という。）であって規則で定めるもの 

 

 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準

じて行う保護の措置に関する情報（以下「外国

人生活保護関係情報」という。）であって規則

で定めるもの 
」    

生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報（以下「生

活保護関係情報」という。）」を「生活保護関係情報」に，「中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支
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援に関する法律（平成６年法律第３０号）による支援給付又は配偶者支援金の支

給に関する情報（以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。）」を

「中国残留邦人等支援給付等関係情報」に，「生活に困窮する外国人に対する生

活保護法に準じて行う保護の措置に関する情報（以下「外国人生活保護関係情

報」という。）」を「外国人生活保護関係情報」に改め，同表に次のように加え

る。 

１６ 市長 公営住宅法（昭和２６年法律

第１９３号）による公営住宅

（同法第２条第２号に規定す

る公営住宅をいう。）の管理

に関する事務であって規則で

定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係情

報であって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であって

規則で定めるもの 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第６１号 

 

常総市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

 

常総市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

めたいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規

定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年２月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，災害弔慰金の支給等に関する法律が改正され，災害弔慰金の支給対象

となる遺族の範囲について，兄弟姉妹が対象に加えられたことから，同法に基づ

く必要な規定を加える改正を行うため，これを提出する。 
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常総市条例第  号 

 

常総市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 

常総市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年水海道市条例第４２号）

の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第１号中「維持していた遺族」の次に「（兄弟姉妹を除く。以下

この項において同じ。）」を加え，同項に次の１号を加える。 

(3) 死亡者に係る配偶者，子，父母，孫又は祖父母のいずれもが存しない場合

であって兄弟姉妹がいるときは，その兄弟姉妹（死亡者の死亡当時その者と

同居し，又は生計を同じくしていた者に限る。）に対して，災害弔慰金を支

給するものとする。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第６２号 

 

常総市個人情報保護条例及び常総市情報公開条例の一部を改正する

条例について 

 

常総市個人情報保護条例及び常総市情報公開条例の一部を改正する条例を次の

ように定めたいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第

１号の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年２月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が改正され，個人番

号，旅券番号等が個人識別符号として個人情報に含まれたことから，個人情報保

護条例及び情報公開条例において，法律との整合を図る改正を行うため，これを

提出する。 



 

7 

常総市条例第  号 

 

常総市個人情報保護条例及び常総市情報公開条例の一部を改正する条例 

 

（常総市個人情報保護条例の一部改正） 

第１条 常総市個人情報保護条例（平成１４年水海道市条例第２３号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第２号を次のように改める。 

(2) 個人情報 生存する個人に関する情報であって，次のいずれかに該当す

るものをいう。 

ア 当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等（文書，図画若

しくは電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。）

に記載され，若しくは記録され，又は音声，動作その他の方法を用い

て表された一切の事項（個人識別符号（行政機関の保有する個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５８号。以下「行政機関個人

情報保護法」という。）第２条第３項に規定する個人識別符号をいう。

以下同じ。）を除く。）をいう。）により特定の個人を識別すること

ができるもの（他の情報と照合することができ，それにより特定の個

人を識別することができることとなるものを含む。） 

イ 個人識別符号が含まれるもの 

第２条第６号を同条第７号とし，同条第５号中「（電子的方式，磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。

以下同じ。）」を削り，「当該実施機関」の次に「の職員が組織的に用いられ

ているものとして当該実施機関」を加え，「管理して」を「保有して」に改め，

同号を同条第６号とし，同条第４号を同条第５号とし，同条第３号の次に次の

１号を加える。 

(4) 要配慮個人情報 行政機関個人情報保護法第２条第４項に規定する要配

慮個人情報をいう。 

第６条第１項中第７号を第８号とし，第６号の次に次の１号を加える。 

(7) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは，その旨 

第６条第４項中「第２条第５号ただし書」を「第２条第６号ただし書」に改

める。 
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第７条第２項第８号中「他の地方公共団体その他の公共団体」を「独立行政

法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５９号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。），地方公共

団体又は地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８

号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。）」に改め，「以下」

の次に「これらを」を加え，同条第３項を次のように改める。 

３ 実施機関は，次に掲げるときを除き，要配慮個人情報を収集してはならな

い。 

(1) 法令等に定めがあるとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか，常総市情報公開・個人情報保護審査会（以下

「審査会」という。）の意見を聴いて個人情報取扱事務の目的を達成する

ために必要があると認めるとき。 

第８条第１項中「及び」を「又は」に改める。 

第１３条第３項中「当該請求書」を「第１項の規定により提出を受けた請求

書」に改める。 

第１４条第３号中「当該法人」を「当該法人等」に改める。 

第１６条中「非開示情報」の次に「（個人識別符号を除く。）」を加える。 

（常総市情報公開条例の一部改正） 

第２条 常総市情報公開条例（平成１３年水海道市条例第１７号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第２号中「作られた」を「作られる」に改める。 

第７条第２号中「記述等」の次に「（文書，図画若しくは電磁的記録に記載

され，若しくは記録され，又は音声，動作その他の方法を用いて表された一切

の事項をいう。次条第２項において同じ。）」を，「含む。）」の次に「若し

くは個人識別符号（行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５８号）第２条第３項に規定する個人識別符号をいう。以下同

じ。）が含まれるもの」を加える。 

第８条第２項中「記述等」の次に「及び個人識別符号」を加える。 

第９条の見出し中「開示」を「公開」に改め，同条中「非公開情報」の次に

「（個人識別符号が含まれるものを除く。）」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 
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（常総市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行の際現に第１条の規定による改正後の常総市個人情報保護条

例（以下「改正後の条例」という。）第２条第１号に規定する実施機関が保有

している公文書に記録されている個人情報に改正後の条例第２条第４号に規定

する要配慮個人情報を含むものについての改正後の条例第６条第１項の規定の

適用については，同項中「開始しようとするときは，あらかじめ」とあるのは

「現に行っているときは，常総市個人情報保護条例及び常総市情報公開条例の

一部を改正する条例（平成３０年常総市条例第 号）の施行後遅滞なく」とす

る。 

（常総市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

３ 常総市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１４年水海道市条例第２４

号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第２号中「に規定する個人情報」を「の規定による要配慮個人

情報」に改める。 

第６条第１項中「会長がその」を「その」に改める。 
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議案第６３号 

 

常総市手数料条例の一部を改正する条例について 

 

常総市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので，地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を

求める。 

 

平成３０年２月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，各種の証明，許可等に係る手数料について，受益に応じた適正な負担

を求める必要があると認められることから，家屋，土地等に関する証明書の交付

に対する手数料を引き上げることとし，用字等のほか，別表に定める金額の改正

を行うため，これを提出する。 
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常総市条例第  号 

 

常総市手数料条例の一部を改正する条例 

 

常総市手数料条例（平成１２年水海道市条例第２１号）の一部を次のように改

正する。 

第６条第６号中「はり紙，はり札」を「貼り紙，貼り札」に改める。 

別表住宅用家屋の証明の項中「３００円」を「１，３００円」に改め，同表届

出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書の項中「届出・申請」

を「届出若しくは申請」に，同表上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離

縁又は認知の届出証明書の項中「婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁」を「婚姻，

離婚，養子縁組，養子離縁」に，同表土地，建物の現況確認証明の項中「３００

円」を「５００円」に改める。 

附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 
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議案第６４号 

 

常総市営公園墓地の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について 

 

常総市営公園墓地の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定めたいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１

号の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年２月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，神子女
み こ の め

霊園の使用許可を受けた者から徴収する管理料について，受益

に応じた適正な負担を求める必要があると認められることから，その金額を引き

上げることとし，条文の構成，用字等のほか，規定中の管理料の額の改正を行う

ため，これを提出する。 
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常総市条例第  号 

 

常総市営公園墓地の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

常総市営公園墓地の設置及び管理に関する条例（平成１７年水海道市条例第１

０９号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「墓地，埋葬等に関する法律」を「墓地、埋葬等に関する法律」に改

める。 

第２条を次のように改める。 

（名称及び位置） 

第２条 墓地の名称及び位置は，次のとおりとする。 

(1) 名称 神子女霊園 

(2) 位置 常総市篠山１００６番地１ 

第８条第２項中「使用料」を「前項の使用料」に改める。 

第９条中「前条に規定する」を「前条第１項の」に改める。 

第１１条第１項中「１年につき２，４７２円」を「１年度につき２，５９２

円」に改める。 

第１９条の見出しを「（委任）」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置) 

２ この条例による改正後の常総市営公園墓地の設置及び管理に関する条例第１

１条第１項の規定は，この条例の施行の日が属する年度以後の年度分に係る管

理料について適用し，当該年度前までの年度分に係る管理料については，なお

従前の例による。 



14 

議案第６５号 

 

常総市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

常総市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので，地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決

を求める。 

 

平成３０年２月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，介護保険制度における平成３０年度から平成３２年度までの各年度の

第１号被保険者に係る保険料率を改定するとともに，介護保険法が改正され，罰

則に係る規定が改められたことから，法律との整合を図る改正を行うため，これ

を提出する。 
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常総市条例第  号 

 

常総市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

常総市介護保険条例（平成１２年水海道市条例第１４号）の一部を次のように

改正する。 

第１条の見出しを削る。 

第４条の見出しを「（高額介護サービス費等の貸付け）」に改め，同条中「，

高額支援サービス費」を「及び高額支援サービス費」に改める。 

第５条中「，高額支援サービス費」を「及び高額支援サービス費」に，「規

則」を「，規則」に改める。 

第６条中「同法第１２９条」を「法第１２９条」に改める。 

第７条第１項中「平成２７年度から平成２９年度」を「平成３０年度から平成

３２年度」に改め，同項第１号中「３１，２００円」を「３３，６００円」に改

め，同項第２号及び第３号中「４２，０００円」を「４６，８００円」に改め，

同項第４号中「５５，２００円」を「６０，０００円」に改め，同項第５号中

「６１，２００円」を「６６，０００円」に改め，同項第６号中「７３，２００

円」を「７９，２００円」に改め，同号ア中「以下同じ。）」の次に「（租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項，第３

４条第１項，第３４条の２第１項，第３４条の３第１項，第３５条第１項，第３

５条の２第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には，当該合計所得金額か

ら令第３８条第４項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項

において同じ。）」を加え，同項第７号中「７９，２００円」を「８６，４００

円」に改め，同号ア中「１９０万円」を「２００万円」に改め，同項第８号中

「９１，２００円」を「９８，４００円」に改め，同号ア中「１９０万円以上２

９０万円」を「２００万円以上３００万円」に改め，同項第９号中「１０３，２

００円」を「１１１，６００円」に改め，同号ア中「２９０万円」を「３００万

円」に改め，同項第１０号中「１２２，４００円」を「１３２，０００円」に改

め，同項第１１号中「１３６，８００円」を「１４７，６００円」に改め，同項

第１２号中「１５２，４００円」を「１６４，４００円」に改め，同条第２項中

「平成２７年度から平成２９年度」を「平成３０年度から平成３２年度」に，

「２７，６００円」を「３０，０００円」に改める。 

第８条第２項中「よりがたい」を「より難い」に改め，「連帯納付義務者」の
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次に「（法第１３２条第２項又は第３項の規定により保険料を連帯して納付する

義務を負う者をいう。以下同じ。）」を加え，同条第４項中「その金額」を「そ

の全額」に，「すべて」を「全て」に改め，「最初の納期」の次に「（第１０条

第１項の規定により保険料を賦課する場合にあっては，当該保険料の賦課に係る

納期の終了後の最初の納期とする。）」を加える。 

第９条第３項中「当該被保険者」を「当該第１号被保険者」に改める。 

第１０条第２項中「規定によって」を「規定により」に，「ときは，当該年度

分」を「ときにあっては当該年度分」に，「すでに」を「既に」，「ときは，そ

の」を「ときにあってはその」に改める。 

第１１条第１項中「規定によって」を「規定により」に改め，「規定による」

を削り，同条第２項中「規定によって」を「規定により」に改める。 

第１４条第１項中「当該納付金額にその」を「納付金額にその」に，「当該金

額」を「当該納付金額」に改め，同条第３項中「保険料」を「，保険料」に改め

る。 

第１５条第１項中「６か月」を「６月」に改める。 

第１６条第１項中「減免する」を「減額し，又は免除する」に改め，同条第２

項中「規定によって保険料の減免」を「規定による保険料の減額又は免除（以下

「減免」という。）」に改め，同条第３項中「規定によって保険料の」を「規定

により」に改める。 

第２０条及び第２１条中「市長は，」を削る。 

第２２条中「市長は，」を削り，「第１号被保険者」を「被保険者」に改め，

「世帯主」の次に「その他その世帯に属する者」を加える。 

第２３条中「市長は，」を削る。 

第２４条第１項中「前４条」を「第２０条から前条まで」に改め，同条第２項

中「前４条」を「第２０条から前条まで」に，「納額告知者」を「納入通知書」

に，「発布の」を「発する」に改める。 

附則第１１条第１項第６号ア中「（昭和３２年法律第２６号）」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の常総市介護保険条例の規定は，平成３０年度以降の年度分の保険料

から適用し，平成２９年度以前の年度分の保険料については，なお従前の例に
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よる。 
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議案第６６号 

 

常総市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関す

る基準等を定める条例の一部を改正する条例について 

 

常総市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年２月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，介護保険法に基づいて条例で定めるべき地域密着型サービスの基準等

を規定する厚生労働省令が改正されたことから，当該省令と同様の改正を行うた

め，これを提出する。 
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常総市条例第  号 

 

常総市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基

準等を定める条例の一部を改正する条例 

 

常総市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を

定める条例（平成２５年常総市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

目次中 
「第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員，設備及 

び運営に関する基準                   」 
を 

「第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準（第６０条の２

０の２・第６０条の２０の３） 

第６節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員，設備及 

び運営に関する基準                    」 

に改める。 

第２条中第６号を第７号とし，第５号の次に次の１号を加える。 

(6) 共生型地域密着型サービス 法第７８条の２の２第１項の申請に係る法第

４２条の２第１項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービスをい

う。 

第６条第１号中「定める者」の次に「（介護保険法施行規則（平成１１年厚生

省令第３６号。以下「施行規則」という。）第２２条の２３第１項に規定する介

護職員初任者研修課程を修了した者に限る。）」を加える。 

第７条第１項第２号中「（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当

たる介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。以下この

章において同じ。）」を削り，同条第２項中「３年」を「１年（特に業務に従事

した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては，３年）」に改

め，同条第５項中「次の各号に」を「次に」に改め，「，午後６時から午前８時

までの間において」を削り，同項に次の１号を加える。 

(12) 介護医療院 

第７条第７項中「午後６時から午前８時までの間は，」を削り，同条第８項中

「，午後６時から午前８時までの間は」を削り，同条第１２項中「第１９３条第

１０項」を「第１９３条第１４項」に改める。 

第１５条中「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１

１年厚生省令第３８号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。）第１３条第

９号」を「常総市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する条例（平成
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３０年常総市条例第 号。以下「指定居宅介護支援等条例」という。）第１６条

第９号」に改める。 

第１７条中「介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行

規則」という。）」を「施行規則」に改める。 

第３３条第３項中「午後６時から午前８時までの間に行われる」を削る。 

第４０条第１項中「３月」を「６月」に改め，同条第４項中「場合には」の次

に「，正当な理由があるときを除き」を加え，「行うように努めなければ」を

「行わなければ」に改める。 

第４７条第１項中「定める者」の次に「（施行規則第２２条の２３第１項に規

定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。）」を加える。 

第４８条第２項中「３年」を「１年（特に業務に従事した経験が必要な者とし

て厚生労働大臣が定めるものにあっては，３年）」に改める。 

第６０条の９第６号中「法第５条の２」を「法第５条の２第１項」に改める。 

第３章の２中第５節を第６節とし，第４節の次に次の１節を加える。 

第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準 

（共生型地域密着型通所介護の基準） 

第６０条の２０の２ 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス（以

下この条及び次条において「共生型地域密着型通所介護」という。）の事業を

行う指定生活介護事業者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関

する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号。以下この条において「指定障

害福祉サービス等基準」という。）第７８条第１項に規定する指定生活介護事

業者をいう。），指定自立訓練（機能訓練）事業者（指定障害福祉サービス等

基準第１５６条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。），

指定自立訓練（生活訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第１６６条第

１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。），指定児童発達支

援事業者（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に

関する基準（平成２４年厚生労働省令第１５号。以下この条において「指定通

所支援基準」という。）第５条第１項に規定する指定児童発達支援事業者をい

い，主として重症心身障害児（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７

条第２項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。）を通

わせる事業所において指定児童発達支援（指定通所支援基準第４条に規定する

指定児童発達支援をいう。第１号において同じ。）を提供する事業者を除
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く。）及び指定放課後等デイサービス事業者（指定通所支援基準第６６条第１

項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい，主として重症心身障害

児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス（指定通所支援基準第

６５条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。）を提供する事業者を除

く。）が当該事業に関して満たすべき基準は，次のとおりとする。 

(1) 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準第７８条第１項に規定

する指定生活介護事業所をいう。），指定自立訓練（機能訓練）事業所（指

定障害福祉サービス等基準第１５６条第１項に規定する指定自立訓練（機能

訓練）事業所をいう。），指定自立訓練（生活訓練）事業所（指定障害福祉

サービス等基準第１６６条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業

所をいう。），指定児童発達支援事業所（指定通所支援基準第５条第１項に

規定する指定児童発達支援事業所をいう。）又は指定放課後等デイサービス

事業所（指定通所支援基準第６６条第１項に規定する指定放課後等デイサー

ビス事業所をいう。）（以下この号において「指定生活介護事業所等」とい

う。）の従業者の員数が，当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介

護（指定障害福祉サービス等基準第７７条に規定する指定生活介護をい

う。），指定自立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サービス等基準第１５５

条に規定する指定自立訓練（機能訓練）をいう。），指定自立訓練（生活訓

練）（指定障害福祉サービス等基準第１６５条に規定する指定自立訓練（生

活訓練）をいう。），指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以

下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介

護等の利用者及び共生型地域密着型通所介護の利用者の数の合計数であると

した場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であ

ること。 

(2) 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するた

め，指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援

を受けていること。 

（準用） 

第６０条の２０の３ 第１０条から第１４条まで，第１６条から第１９条まで，

第２１条，第２３条，第２９条，第３５条から第３９条まで，第４２条，第５

４条及び第６０条の２，第６０条の４，第６０条の５第４項並びに前節（第６

０条の２０を除く。）の規定は，共生型地域密着型通所介護の事業について準

用する。この場合において，「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と
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あるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者（以下「共生型地

域密着型通所介護従業者」という。）」と，第３５条中「定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と，

第６０条の５第４項中「前項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者

が第１項に掲げる設備を利用し，夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外

のサービスを提供する場合に限る。）」とあるのは「共生型地域密着型通所介

護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し，夜間及び深夜に

共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と，第６０条の９

第４号，第６０条の１０第５項及び第６０条の１３第３項中「指定地域密着型

通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と，第６０

条の１９第２項第２号中「次条において準用する第２１条第２項」とあるのは，

「第２１条第２項」と，同項第３号中「次条において準用する第２９条」とあ

るのは，「第２９条」と，同項第４号中「次条において準用する第３９条第２

項」とあるのは，「第３９条第２項」と読み替えるものとする。 

第６０条の２１中「前節」を「第４節」に改める。 

第６０条の２５中「９人」を「１８人」に改める。 

第６０条の３８中「第３５条中」の次に「「運営規程」とあるのは「第６０条

の３４に規定する運営規程」と，」を加える。 

第６２条第１項中「介護老人保健施設」の次に「，介護医療院」を，「特定施

設」の次に「をいう。以下この条において同じ。）」を加え，「をいう。以下こ

の条において同じ。）において」を「において」に改める。 

第６６条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユニット型

指定地域密着型介護老人福祉施設（第１８０条に規定するユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。）を除く。）」を，

「以下」の次に「とし，ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においては

ユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と

当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が１日当たり１２人以

下となる数」を加え，同条第２項中「第８３条第７項」の次に「及び第１９３条

第８項」を加える。 

第８３条第１項中「及び当該本体事業所」を「並びに当該本体事業所」に改め，

「他の同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」の次に

「及び第１９３条第８項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所」を加え，同条第６項の表中「又は指定介護療養型医療施設」を「，指



23 

定介護療養型医療施設」に改め，「限る。）」の次に「又は介護医療院」を加え，

同条第７項中「（以下」の次に「この章において」を加える。 

第８４条第３項中「介護老人保健施設」の次に「，介護医療院」を加え，「第

１９４条第２項」を「第１９４条第３項」に改める。 

第８５条中「介護老人保健施設」の次に「，介護医療院」を加える。 

第９４条第２項中「指定居宅介護支援等基準第１３条各号」を「指定居宅介護

支援等条例第１６条各号」に改める。 

第１０４条第３項，第１１２条第２項及び第１１３条中「介護老人保健施設」

の次に「，介護医療院」を加える。 

第１１８条中第７項を第８項とし，第６項の次に次の１項を加える。 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，

次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開

催するとともに，その結果について，介護従業者その他の従業者に周知徹底

を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護従業者その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。 

第１２６条第３項中「介護老人保健施設」の次に「，介護医療院」を加える。 

第１３１条第４項中「のうち１人以上，及び介護職員のうち」を「及び介護職

員のうちそれぞれ」に改め，「介護老人保健施設」の次に「，介護医療院」を加

え，同条第７項第１号中「若しくは作業療法士」を「，作業療法士若しくは言語

聴覚士」に改め，同項に次の１号を加える。 

(3) 介護医療院 介護支援専門員 

第１３９条中第６項を第７項とし，第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，身体的拘束等の適正化を

図るため，次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開

催するとともに，その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を

図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定

期的に実施すること。 
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第１５２条第３項ただし書中「この条」を「この項」に，「及びユニット型指

定介護老人福祉施設」を「にユニット型指定介護老人福祉施設」に改め，「平成

１１年厚生省令第３９号」の次に「。以下「指定介護老人福祉施設基準」とい

う。」を加え，「）を併設する場合」を「以下この項において同じ。）を併設

する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施

設の介護職員及び看護職員（指定介護老人福祉施設基準第４７条第２項の規定に

基づき配置される看護職員に限る。）」に，「及びユニット型指定地域密着型介

護老人福祉施設を併設する場合」を「にユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域

密着型介護老人福祉施設」に改め，同条第４項中「介護老人保健施設」の次に「，

介護医療院」を加え，同条第８項第２号中「若しくは作業療法士」を「，作業療

法士若しくは言語聴覚士」に改め，同項に次の１号を加える。 

(4) 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員 

第１５５条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加える。 

第１５９条中第６項を第７項とし，第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，身体的拘束等の適正化を図るため，次

に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開

催するとともに，その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を

図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定

期的に実施すること。 

第１６７条の次に次の１条を加える。 

（緊急時等の対応） 

第１６７条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，現に指定地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状の急変が

生じた場合その他必要な場合のため，あらかじめ，第１５２条第１項第１号に

掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなけ

ればならない。 

第１７０条中第７号を第８号とし，第６号を第７号とし，第５号の次に次の１

号を加える。 

(6) 緊急時等における対応方法 
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第１８４条中第８項を第９項とし，第７項の次に次の１項を加える。 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，身体的拘束等の適正化を図

るため，次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開

催するとともに，その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を

図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定

期的に実施すること。 

第１８８条中第８号を第９号とし，第７号を第８号とし，第６号の次に次の１

号を加える。 

(7) 緊急時等における対応方法 

第１９３条第１項中「指定看護小規模多機能型居宅介護（」の次に「第８３条

第７項に規定する」を加え，「又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所」を「及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４６条第７

項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（第６項

において「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」とい

う。）の登録者，第８項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所にあっては，当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテライト

型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，当該サテライト型指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所，当該本体事

業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所及び当該本体事業所に係る第８３条第７項に規定するサテライト型指定小規

模多機能型居宅介護事業者」に改め，同条第６項中「指定看護小規模多機能型居

宅介護（」の次に「第８３条第７項に規定する」を，「又はサテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所」の次に「の登録者の心身の状況を勘案し，

その処遇に支障がない場合に，当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指

定看護小規模多機能型居宅介護及び第８項に規定する本体事業所である指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，当該本体事業所に係る同項に規定す

るサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」を加え，同条第７項に

次の１号を加える。 

(5) 介護医療院 
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第１９３条中第１０項を第１４項とし，同項の前に次の１項を加える。 

１３ 第１１項の規定にかかわらず，サテライト型指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所については，本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の

作成が適切に行われるときは，介護支援専門員に代えて，看護小規模多機能型

居宅介護計画の作成に専ら従事する前項に規定する研修を修了している者（第

２０１条において「研修修了者」という。）を置くことができる。 

第１９３条第９項中「第１７１条第９項」を「第１７１条第１２項」に改め，

同項を同条第１２項とし，同条第８項ただし書中「前項各号」を「第７項各号」

に改め，同項を同条第１１項とし，同条第７項の次に次の３項を加える。 

８ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所（利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められ

た場合に常時対応し，利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にあ

る指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって，指定居宅サービス事業等

その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験を有する指定

看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって，

当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定看護小規模多機能型

居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下この章において「本体事業所」と

いう。）との密接な連携の下に運営され，利用者に対し適切な看護サービスを

提供できる体制にあるものをいう。以下同じ。）に置くべき訪問サービスの提

供に当たる看護小規模多機能型居宅介護事業者については，本体事業所の職員

により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処

遇が適切に行われると認められるときは，２人以上とすることができる。 

９ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所については，夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤

務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められる

ときは，夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型居

宅介護従業者を置かないことができる。 

１０ 第４項の規定にかかわらず，サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所については，看護職員の員数は，常勤換算方法で１人以上とする。 

第１９４条第２項中「前項」を「第１項」に改め，「介護老人保健施設」の次
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に「，介護医療院」を加え，同項を同条第３項とし，同条第１項の次に次の１項

を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず，指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管

理上支障がない場合は，サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

の管理者は，本体事業所の管理者をもって充てることができる。 

第１９５条中「介護老人保健施設」の次に「，介護医療院」を加える。 

第１９６条第１項中「２９人」の次に「（サテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所にあっては，１８人）」を加え，同条第２項第１号中「，登録

定員」を「登録定員」に改め，「定める利用定員」の次に「，サテライト型指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては１２人」を加え，同項第２号中

「９人」の次に「（サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっ

ては，６人）」を加える。 

第１９７条第２項第２号に次のように加える。 

オ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって，

当該指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障

がない場合には，当該診療所が有する病床については，宿泊室を兼用する

ことができる。 

第２０１条第１項中「介護支援専門員」の次に「（第１９３条第１３項の規定

により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所にあっては，研修修了者。以下この条において同じ。）」を加える。 

第２０４条中「の活動状況」と」の次に「，第８８条中「第８３条第１２項」

とあるのは「第１９３条第１３項」と」を加える。 

附則に次に２項を加える。 

３ 第１３１条の規定にかかわらず，療養病床等を有する病院又は病床を有する

診療所の開設者が，当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３６年

３月３１日までの間に転換（当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病

床数を減少させるとともに，当該病院等の施設を介護医療院，軽費老人ホーム

その他の要介護者，要支援者その他の者を入所させ，又は入居させるための施

設の用に供することをいう。次項において同じ。）を行って指定地域密着型特

定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定地域密着型特定施設

（介護老人保健施設，介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定地

域密着型特定施設をいう。以下この項及び次項において同じ。）の生活相談員，

機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数は，次のとおりとする。 
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(1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設，介護医療院又は病院若し

くは診療所の理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併

設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められる

ときは，置かないことができること。 

(2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定地域密着型特定

施設の実情に応じた適当数 

４ 第１３３条の規定にかかわらず，療養病床等を有する病院又は病床を有する

診療所の開設者が，当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３６年

３月３１日までの間に転換を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の

事業を行う場合の医療機関併設型指定地域密着型特定施設においては，併設さ

れる介護老人保健施設，介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用する

ことにより，当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適

切に行われると認められるときは，当該医療機関併設型指定地域密着型特定施

設に浴室，便所及び食堂を設けないことができる。 

附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 
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議案第６７号 

 

常総市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運

営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について 

 

常総市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので，地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を

求める。 

 

平成３０年２月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，介護保険法に基づいて条例で定めるべき地域密着型介護予防サービス

の基準等を規定する厚生労働省令が改正されたことから，当該省令と同様の改正

を行うため，これを提出する。 
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常総市条例第  号 

 

常総市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営に

関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 

常総市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営に関する

基準等を定める条例（平成２５年常総市条例第７号）の一部を次のように改正す

る。 

第５条中「法第５条の２」を「法第５条の２第１項」に改める。 

第６条第１項中「介護老人保健施設」の次に「，介護医療院」を加える。 

第１０条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユニット型

指定地域密着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号）第１５８条に規定す

るユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同

じ。）を除く。）」を，「以下」の次に「とし，ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人

福祉施設の入居者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者

の数の合計が１日当たり１２人以下となる数」を加える。 

第４６条第６項の表中「又は指定介護療養型医療施設」を「，指定介護療養型

医療施設」に改め，「限る。）」の次に「又は介護医療院」を加える。 

第４７条第３項，第４８条及び第６２条第３項中「介護老人保健施設」の次に

「，介護医療院」を加える。 

第６９条第２号中「第３４号各号」を「第３４条各号」に改める。 

第７４条第２項及び第７５条中「介護老人保健施設」の次に「，介護医療院」

を加える。 

第８０条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，身体的拘束等の適正化を

図るため，次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開

催するとともに，その結果について，介護従業者その他の従業者に周知徹底

を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護従業者その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を
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定期的に実施すること。 

第８５条第３項中「介護老人保健施設」の次に「，介護医療院」を加える。 

附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 
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議案第６８号 

 

常総市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例について 

 

常総市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例を次のように定めたいので，地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年２月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，介護保険法に基づいて条例で定めるべき介護予防支援等の基準等を規

定する厚生労働省令が改正されたことから，当該省令と同様の改正を行うため，

これを提出する。 
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常総市条例第  号 

 

常総市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例 

 

常総市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

（平成２７年常総市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第４条第４項中「介護保険施設」の次に，「，障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７第

１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者」を加える。 

第７条第２項中「である」を「であり，利用者は複数の指定介護予防サービス

事業者（法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。）等

を紹介するよう求めることができる」に改め，同条第７項を同条第８項とし，同

条第６項第１号中「第３項各号」を「第４項各号」に改め，同項を同条第７項と

し，同条第５項中「第３項」を「第４項」に改め，同項を同条第６項とし，同条

第４項を同条第５項とし，同条第３項中「第６項」を「第７項」に改め，同項を

同条第４項とし，同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援の提供の開始に際し，あらか

じめ，利用申込者又はその家族に対し，利用者について病院又は診療所に入院

する必要が生じた場合には，担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所

に伝えるように求めなければならない。 

第３１条第２項第２号エ中「第３３条第１５号」を「第３３条第１６号」に改

め，同号オ中「第３３条第１６号」を「第３３条第１７号」に改める。 

第３３条第９号中「ために」の次に「，利用者及びその家族の参加を基本とし

つつ，」を加え，同条中第２８号を第３０号とし，第２３号から第２７号までを

２号ずつ繰り下げ，第２２号を第２４号とし，同号の前に次の１号を加える。 

(23) 前号の場合において，担当職員は，介護予防サービス計画を作成した際

には，当該介護予防サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 

第３３条第２１号中「以下」を「次号及び第２４号において」に改め，同号を

同条第２２号とし，同条中第１５号から第２０号までを１号ずつ繰り下げ，第１

４号の次に次の１号を加える。 

(15) 担当職員は，指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の提

供を受けたときその他必要と認めるときは，利用者の服薬状況，口腔
くう

機能
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その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものに

ついて，利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供

するものとする。 

第３４条第１号中「口腔機能」を「口腔
くう

機能」に改める。 

附則第３項中「第１６号の」を「第１７号の」に，「同条第１６号イ」を「同

条第１７号イ」に改める。 

附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 
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議案第６９号 

 

常総市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を

定める条例について 

 

常総市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

を次のように定めたいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第１号の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年２月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，介護保険法が改正され，指定居宅介護支援事業者が指定を受ける場合

における事業の基本方針，従業者の人員，運営等に関する基準等について，厚生

労働省令で定める基準に従い条例でこれを定めることとされたことから，当該省

令と同様の基準を定めるため，これを提出する。 
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常総市条例第  号 

 

常総市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め

る条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 基本方針（第４条） 

第３章 人員に関する基準（第５条・第６条） 

第４章 運営に関する基準（第７条―第３２条） 

第５章 基準該当居宅介護支援に関する基準（第３３条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は，介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）第４７条第１項第１号，第７９条第２項第１号並びに第８１条第１項及

び第２項の規定に基づき，指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準等を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は，法において使用する用語の例による。 

（指定居宅介護支援事業者の資格） 

第３条 法第７９条第２項第１号の条例で定める者は，法人である者とする。 

第２章 基本方針 

第４条 指定居宅介護支援の事業は，要介護状態となった場合においても，その

利用者が可能な限りその居宅において，その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。 

２ 指定居宅介護支援の事業は，利用者の心身の状況，その置かれている環境等

に応じて，利用者の選択に基づき，適切な保健医療サービス及び福祉サービス

が，多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行われる

ものでなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援の提供に当たっては，利用者

の意思及び人格を尊重し，常に利用者の立場に立って，利用者に提供される指

定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に
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偏することのないように，公正かつ中立に行わなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は，事業の運営に当たっては，市，地域包括支援セ

ンター，老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の７の２第１項に

規定する老人介護支援センター，他の指定居宅介護支援事業者，指定介護予防

支援事業者，介護保険施設，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７第１項第１号に規

定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。 

第３章 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第５条 指定居宅介護支援事業者は，当該指定に係る事業所（以下「指定居宅介

護支援事業所」という。）ごとに１以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当

たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。 

２ 前項の規定する員数の基準は，利用者の数が３５又はその端数を増すごとに

１とする。 

（管理者） 

第６条 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理

者を置かなければならない。 

２ 管理者は，介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条

の６６第１号イ(３)に規定する主任介護支援専門員でなければならない。 

３ 管理者は，専らその職務に従事する者でなければならない。ただし，次に掲

げる場合は，この限りでない。 

(1) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に

従事する場合 

(2) 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合（その管理す

る指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

第４章 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援の提供の開始に際し，あ

らかじめ，利用申込者又はその家族に対し，第２１条に規定する運営規程の概

要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を交付して説明を行い，当該提供の開始について当該利用申込者の同意

を得なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援の提供の開始に際し，あらか
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じめ，利用申込者又はその家族に対し，居宅サービス計画が第２章に規定する

基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり，利用者は複数の指

定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明

を行い，当該利用申込者又はその家族の理解を得なければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援の提供の開始に際し，あらか

じめ，利用者又はその家族に対し，利用者について，病院又は診療所に入院す

る必要が生じた場合には，当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先

を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は，利用申込者又はその家族から申出があった場合

は，第１項の規定による文書の交付に代えて，第７項で定めるところにより，

当該利用申込者又はその家族の承諾を得て，当該文書に記すべき重要事項につ

いて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法

であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）によ

り提供することができる。この場合において，当該指定居宅介護支援事業者は，

当該文書を交付したものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその

家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて第１項に

規定する重要事項を送信し，受信者の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルに記録する方法 

イ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に記録された第１項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込

者又はその家族の閲覧に供し，当該利用申込者又はその家族の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的

方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっ

ては，指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルにその旨を記録する方法） 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定

の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第

１項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

５ 前項各号に掲げる方法は，利用申込者又はその家族がファイルに記録された

事項を出力することにより文書を作成することができるものでなければならな

い。 
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６ 第４項の「電子情報処理組織」とは，指定居宅介護支援事業者の使用に係る

電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回

線で接続した電子情報処理組織をいう。 

７ 指定居宅介護支援事業者は，電磁的方法により第１項に規定する重要事項を

提供しようとするときは，あらかじめ，利用申込者又はその家族に対し，その

用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し，文書又は電磁的方法によ

る承諾を得なければならない。 

(1) 第４項各号に掲げる方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

８ 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は，当該承諾をした利

用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を

受けない旨の申出があったときは，当該利用申込者又はその家族に対し，第１

項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし，

当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は，この

限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第８条 指定居宅介護支援事業者は，正当な理由がなく指定居宅介護支援の提供

を拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第９条 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援事業所の通常の事業の実

施地域（当該事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下

同じ。）等を勘案し，利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供す

ることが困難であると認める場合は，他の指定居宅介護支援事業者の紹介その

他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第１０条 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援の提供を求められた場

合は，その提供を求める者から提示された被保険者証によって，被保険者資格，

要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第１１条 指定居宅介護支援事業者は，被保険者の要介護認定に係る申請につい

て，利用申込者の意思を踏まえ，必要な協力を行わなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援の提供の開始に際し，要介護

認定を受けていない利用申込者については，要介護認定の申請が既に行われて
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いるかどうかを確認し，申請が行われていない場合は，当該利用申込者の意思

を踏まえて速やかに当該申請が行われるように必要な援助を行わなければなら

ない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は，利用者が受けている要介護認定の更新の申請が，

遅くとも当該要介護認定の有効期間が満了する日の３０日前までになされるよ

うに必要な援助を行わなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第１２条 指定居宅介護支援事業者は，当該指定居宅介護支援事業所の介護支援

専門員に身分を証する書類を携行させ，初回訪問時及び利用者又はその家族か

ら求められたときは，これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第１３条 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援（法第４６条第４項の

規定により居宅介護サービス計画費が利用者に代わり当該指定居宅介護支援事

業者に支払われる場合に係るものを除く。）を提供した際にその利用者から支

払を受ける利用料（居宅介護サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対

価をいう。以下同じ。）の額と，居宅介護サービス計画費の額との間に，不合

理な差額が生じないようにしなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は，前項の利用料のほか，利用者の選定により通常

の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合に

は，それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者は，前項の規定する費用の額に係るサービスの提供

当たっては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及

び費用について説明を行い，利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第１４条 指定居宅介護支援事業者は，提供した指定居宅介護支援に係る前条第

１項の利用料の支払を受けた場合は，当該利用料の額等を記載した指定居宅介

護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

（指定居宅介護支援の基本取扱方針） 

第１５条 指定居宅介護支援は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資

するように行われるとともに，医療サービスとの連携に十分配慮して行わなけ

ればならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は，自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価

を行い，常にその改善を図らなければならない。 
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（指定居宅介護支援の具体的取扱方針） 

第１６条 指定居宅介護支援の方針は，第２章に規定する基本方針及び前条に規

定する基本取扱方針に基づき，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定居宅介護支援事業所の管理者は，介護支援専門員に居宅サービス計画

の作成に関する業務を担当させるものとする。 

(2) 指定居宅介護支援の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利

用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいよ

うに説明を行うものとする。 

(3) 介護支援専門員は，居宅サービス計画の作成に当たっては，利用者の自立

した日常生活の支援を効果的に行うため，利用者の心身，家族の状況等に応

じ，継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなけ

ればならない。 

(4) 介護支援専門員は，居宅サービス計画の作成に当たっては，利用者の日常

生活全般を支援する観点から，介護給付等対象サービス以外の保健医療サー

ビス又は福祉サービス，利用者が居住する地域の住民による自発的な活動に

よるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるように努め

なければならない。 

(5) 介護支援専門員は，居宅サービス計画の作成の開始に当たっては，利用者

によるサービスの選択に資するように，当該利用者が居住する地域における

指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容，利用料等の情報を適正

に利用者又はその家族に対して提供するものとする。 

(6) 介護支援専門員は，居宅サービス計画の作成に当たっては，適切な方法に

より，利用者について，その有する能力，既に提供を受けている指定居宅サ

ービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題

点を明らかにし，利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援

する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

(7) 介護支援専門員は，前号に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセス

メント」という。）に当たっては，利用者の居宅を訪問し，利用者及びその

家族と面接して行わなければならない。この場合において，介護支援専門員

は，面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し，理解を得なけ

ればならない。 

(8) 介護支援専門員は，利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結

果に基づき，利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等
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が提供される体制を勘案して，当該アセスメントにより把握された解決すべ

き課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し，利用

者及びその家族の生活に対する意向，総合的な援助の方針，生活全般の解決

すべき課題，提供されるサービスの目標及びその達成時期，サービスの種類，

内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅

サービス計画の原案を作成しなければならない。 

(9) 介護支援専門員は，サービス担当者会議（担当職員が居宅サービス計画の

作成のために，利用者及びその家族の参加を基本としつつ，居宅サービス計

画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者（以下この条において

「担当者」という。）を招集して行う会議をいう。以下同じ。）の開催によ

り，利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに，当該居宅サ

ービス計画の原案の内容について，担当者に専門的な見地からの意見を求め

るものとする。ただし，利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）の心身の

状況等により，主治の医師又は歯科医師（以下この条において「主治の医師

等」という。）の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理

由がある場合は，担当者に対する照会等により意見を求めることができる。 

(10) 介護支援専門員は，居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サー

ビス等について，保険給付の対象となるかどうかを区分した上で，当該居宅

サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し，文

書により当該利用者の同意を得なければならない。 

(11) 介護支援専門員は，居宅サービス計画を作成した際には，当該居宅サー

ビス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。 

(12) 介護支援専門員は，居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事

業者等に対して，次に掲げる計画の提出を求めるものとする。 

ア 訪問介護計画（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準（平成１１年厚生省令第３７号。以下「指定居宅サービス等基準」

という。）第２４条第１項の訪問介護計画をいう。）等指定居宅サービス

等基準において位置付けられている計画 

イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画（常総市指定地域密着型サービ

スの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２５年

常総市条例第６号。以下「指定地域密着型サービス基準等条例」とい

う。）第２７条第１項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画をい

う。）等指定地域密着型サービス基準等条例において位置付けられている
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計画 

(13) 介護支援専門員は，居宅サービス計画の作成後，居宅サービス計画の実

施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い，

必要に応じて当該居宅サービス計画の変更，指定居宅サービス事業者等との

連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。 

(14) 介護支援専門員は，指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の

提供を受けたときその他必要と認めるときは，利用者の服薬状況，口腔
くう

機

能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるもの

を，利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供する

ものとする。 

(15) 介護支援専門員は，第１３号に規定する実施状況の把握（以下「モニタ

リング」という。）に当たっては，利用者及びその家族，指定居宅サービス

事業者等との連絡を継続的に行うこととし，特段の事情のない限り，次に定

めるところにより行わなければならない。 

ア 少なくとも１月に１回，利用者の居宅を訪問し，利用者と面接すること。 

イ 少なくとも１月に１回，モニタリングの結果を記録すること。 

(16) 介護支援専門員は，次に掲げる場合においては，サービス担当者会議の

開催により，居宅サービス計画の変更の必要性について，担当者に専門的な

見地からの意見を求めるものとする。ただし，やむを得ない理由がある場合

は，担当者に対する照会等により意見を求めることができる。 

ア 要介護認定を受けている利用者が法第２８条第２項に規定する要介護更

新認定を受けた場合 

イ 要介護認定を受けている利用者が法第２９条第１項に規定する要介護状

態区分の変更の認定を受けた場合 

(17) 第３号から第１２号までの規定は，第１３号に規定する居宅サービス計

画の変更について準用する。 

(18) 介護支援専門員は，適切な保健医療サービス又は福祉サービスが総合的

かつ効率的に提供された場合においても，利用者がその居宅において日常生

活を営むことが困難となったと認めるとき，又は利用者が介護保険施設への

入院若しくは入所を希望するときは，介護保険施設への紹介その他の便宜の

提供を行うものとする。 

(19) 介護支援専門員は，介護保険施設等から退院し，又は退所しようとする

要介護者から依頼があった場合は，居宅における生活へ円滑に移行できるよ
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うに，あらかじめ，居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。 

(20) 介護支援専門員は，居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上

の訪問介護（厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同

じ。）を位置付ける場合にあっては，その利用の妥当性を検討し，当該居宅

サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに，当該居宅サービ

ス計画を市に届け出なければならない。 

(21) 介護支援専門員は，利用者が訪問看護，通所リハビリテーション等の医

療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合は，当該利用者の同

意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。 

(22) 前号の場合において，介護支援専門員は，居宅サービス計画を作成した

際には，当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 

(23) 介護支援専門員は，居宅サービス計画に訪問看護，通所リハビリテーシ

ョン等の医療サービスを位置付ける場合にあっては当該医療サービスに係る

主治の医師等の指示があるときに限りこれを行うものとし，医療サービス以

外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては当該指定居宅サービス

等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは，

当該留意事項を尊重してこれを行うものとする。 

(24) 介護支援専門員は，居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所

療養介護を位置付ける場合にあっては，利用者の居宅における自立した日常

生活の維持に十分に留意するものとし，利用者の心身の状況等を勘案して特

に必要と認められるときを除き，短期入所生活介護及び短期入所療養介護を

利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしな

ければならない。 

(25) 介護支援専門員は，居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合

にあっては，その利用の妥当性を検討し，当該居宅サービス計画に福祉用具

貸与が必要な理由を記載するとともに，必要に応じて随時，サービス担当者

会議を開催し，継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上

で，継続して福祉用具貸与を受ける必要があるときは，その理由を居宅サー

ビス計画に記載しなければならない。 

(26) 介護支援専門員は，居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける

場合にあっては，その利用の妥当性を検討し，当該居宅サービス計画に特定

福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。 

(27) 介護支援専門員は，利用者が提示する被保険者証に，法第７３条第２項
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に規定する認定審査会意見又は法第３７条第１項の規定による指定に係る居

宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合は，

利用者にその趣旨（当該種類については，その変更の申請ができることを含

む。）を説明し，理解を得た上で，その内容に沿った居宅サービス計画を作

成しなければならない。 

(28) 介護支援専門員は，要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受け

た場合は，指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供す

る等の連携を図るものとする。 

(29) 指定居宅介護支援事業者は，法第１１５条の２３第３項の規定に基づき，

指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当た

っては，その業務量等を勘案し，当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居

宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮しなければならない。 

(30) 指定居宅介護支援事業者は，法第１１５条の４８第４項の規定に基づき，

同条第１項に規定する会議から，同条第２項の検討を行うための資料又は情

報の提供，意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には，これに協

力するように努めなければならない。 

（法定代理受領サービスに係る報告） 

第１７条 指定居宅介護支援事業者は，毎月，市（法第４１条第１０項の規定に

より同条第９項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連

合会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５項に規定す

る国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）に委託している場合にあって

は，当該国民健康保険団体連合会）に対し，居宅サービス計画において位置付

けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービス（法第４１条第

６項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス

事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスを

いう。）として位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければ

ならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は，居宅サービス計画に位置付けられている基準該

当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費の支給に係る事務に必要な情報

を記載した文書を，市（当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場

合にあっては，当該国民健康保険団体連合会）に対して提出しなければならな

い。 

（利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付） 
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第１８条 指定居宅介護支援事業者は，利用者が他の指定居宅介護支援事業者の

利用を希望する場合，要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場

合その他利用者からの申出があった場合は，当該利用者に対し，直近の居宅サ

ービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。 

（利用者に関する市への通知） 

第１９条 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援を受けている利用者が

次のいずれかに該当する場合は，遅滞なく，意見を付してその旨を市に通知し

なければならない。 

(1) 正当な理由なく介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこ

と等により，要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け，又は受けようとし

たとき。 

（管理者の責務） 

第２０条 指定居宅介護支援事業所の管理者は，当該指定居宅介護支援事業所の

介護支援専門員その他の従業者の管理，指定居宅介護支援の利用の申込みに係

る調整，業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の管理者は，当該指定居宅介護支援事業所の介護支

援専門員その他の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を

行わなければならない。 

（運営規程） 

第２１条 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援事業所ごとに，次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下「運営規程」とい

う。）を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定居宅介護支援の提供方法，内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) 前各号に掲げるもののほか，運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第２２条 指定居宅介護支援事業者は，利用者に対し適切な指定居宅介護支援を

提供できるように，指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の従

業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 
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２ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援事業所ごとに，当該指定居宅

介護支援事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなけれ

ばならない。ただし，介護支援専門員の補助の業務については，この限りでな

い。 

３ 指定居宅介護支援事業者は，介護支援専門員の資質の向上のために，その研

修の機会を確保しなければならない。 

（設備，備品等） 

第２３条 指定居宅介護支援事業者は，事業の運営を行うために必要な広さの区

画を有するほか，指定居宅介護支援の提供に必要な設備，備品等を備えなけれ

ばならない。 

（従業者の健康管理） 

第２４条 指定居宅介護支援事業者は，介護支援専門員の清潔の保持及び健康状

態について，必要な管理を行わなければならない。 

（掲示） 

第２５条 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援事業所の見やすい場所

に，運営規程の概要，介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第２６条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は，正当な

理由がなく，その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはなら

ない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は，介護支援専門員その他の従業者であった者が，

正当な理由がなく，その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすこ

とがないように必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は，サービス担当者会議等において，利用者の個人

情報を用いる場合は当該利用者の同意を，利用者の家族の個人情報を用いる場

合は当該家族の同意を，あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

（広告） 

第２７条 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援事業所について広告を

する場合においては，その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

（居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等） 

第２８条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は，居

宅サービス計画の作成又は変更に関し，当該指定居宅介護支援事業所の介護支
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援専門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべ

き旨の指示等を行ってはならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は，居宅サービス計画の作成又は

変更に関し，利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利

用すべき旨の指示等を行ってはならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は，居宅サービス計画の作成又は変

更に関し，利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用

させることの対償として，当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上

の利益を収受してはならない。 

（苦情処理） 

第２９条 指定居宅介護支援事業者は，自ら提供した指定居宅介護支援又は自ら

が居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等（第６項において「指定

居宅介護支援等」という。）に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速か

つ適切に対応しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は，前項の苦情を受け付けた場合は，当該苦情の内

容等を記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は，自ら提供した指定居宅介護支援に関し，法第２

３条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市の職員からの質問若しくは照会に応じ，及び利用者からの苦情に関して市

が行う調査に協力するとともに，市から指導又は助言を受けた場合においては，

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は，市からの求めがあった場合は，前項の規定によ

り行った改善の内容を市に報告しなければならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者は，自らが居宅サービス計画に位置付けた法第４１

条第１項に規定する指定居宅サービス又は法第４２条の２第１項に規定する指

定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関

して，利用者に対し必要な援助を行わなければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情

に関して国民健康保険団体連合会が行う法第１７６条第１項第３号の規定によ

る調査に協力するとともに，自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康

保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は，当該指導

又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

７ 指定居宅介護支援事業者は，国民健康保険団体連合会からの求めがあった場
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合は，前項の規定により行った改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告し

なければならない。 

（事故発生時の対応） 

第３０条 指定居宅介護支援事業者は，利用者に対する指定居宅介護支援の提供

により事故が発生した場合は，速やかに市，当該利用者の家族等に連絡を行う

とともに，必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は，前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置

について記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は，利用者に対する指定居宅介護支援の提供により

賠償すべき事故が発生した場合は，その損害を速やかに賠償しなければならな

い。 

（会計の区分） 

第３１条 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援事業所ごとに経理を区

分するとともに，指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区

分しなければならない。 

（記録の整備） 

第３２条 指定居宅介護支援事業者は，次項に定めるもののほか，従業者，設備，

備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は，利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関す

る次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 第１６条第１３号の指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録 

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳 

ア 居宅サービス計画 

イ 第１６条第７号の規定によるアセスメントの結果の記録 

ウ 第１６条第９号の規定によるサービス担当者会議等の記録 

エ 第１６条第１５号の規定によるモニタリングの結果の記録 

(3) 第１９条の規定による市への通知に係る記録 

(4) 第２９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

(5) 第３０条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置につ

いての記録 

第５章 基準該当居宅介護支援に関する基準 

（準用） 

第３３条 前４章（第２９条第６項及び第７項を除く。）の規定は，基準該当居
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宅介護支援の事業について準用する。この場合において，第７条第１項中「第

２１条」とあるのは「第３３条において準用する第２１条」と，第１３条第１

項中「指定居宅介護支援（法第４６条第４項の規定により居宅介護サービス計

画費が利用者に代わり当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るも

のを除く。）」とあるのは「基準該当居宅介護支援」と，「居宅介護サービス

計画費の額」とあるのは「法第４７条第３項に規定する特例居宅介護サービス

計画費の額」と読み替えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。ただし，第１６条第２０号

の規定は，平成３０年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第３２条第２項（第３３条において準用する場合を含む。）の規定は，この

条例の施行の日以後に完結する記録について適用し，同日前に完結した記録に

ついては，なお従前の例による。 

３ 平成３３年３月３１日までの間は，第６条第２項の規定にかかわらず，介護

支援専門員（介護保険法施行規則第１４０条の６６第１号イ(３)に規定する主

任介護支援専門員を除く。）を第６条第１項に規定する管理者とすることがで

きる。 
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議案第７０号 

 

常総市すくすく医療費支給に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

 

常総市すくすく医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

めたいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規

定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年２月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，１５歳から１８歳の間にある者に係るすくすく医療費の支給に関し，

高等学校等に就学する者に限る要件をなくし，支給対象者の拡大を図る改正を行

うため，これを提出する。 
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常総市条例第  号 

 

常総市すくすく医療費支給に関する条例の一部を改正する条例 

 

常総市すくすく医療費支給に関する条例（平成１７年水海道市条例第１４号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第２項第３号中「高校生」を「高校生等」に改め，「学校教育法（昭和

２２年法律第２６号）第１条に規定する学校又は同法第１２４条に規定する専修

学校若しくは同法第１３４条第１項に規定する各種学校に就学する者であっ

て，」を削り，「もの」を「者」に改める。 

第４条第１項及び第３項並びに第６条中「高校生」を「高校生等」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の常総市すくすく医療費支給に関する条例の規定は，

この条例の施行の日以後の診療について適用し，同日前の診療に係るすくすく

医療費の支給については，なお従前の例による。 

 



53 

議案第７１号 

 

常総市後期高齢者医療に関する条例及び常総市国民健康保険条例の

一部を改正する条例について 

 

常総市後期高齢者医療に関する条例及び常総市国民健康保険条例の一部を改正

する条例を次のように定めたいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年２月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，高齢者の医療の確保に関する法律が改正され，国民健康保険制度によ

る住所地特例の適用を受けていた被保険者が，新たに後期高齢者医療制度に加入

する際の特例制度が創設されたことから，後期高齢者医療に関する条例におい

て，当該特例制度に係る規定を設けるとともに，国民健康保険法が改正され，都

道府県と市町村がともに国民健康保険制度を担うこととされたことから，国民健

康保険条例の規定について，法律との整合を図る改正を行うため，これを提出す

る。 
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常総市条例第  号 

 

常総市後期高齢者医療に関する条例及び常総市国民健康保険条例の一部

を改正する条例 

 

（常総市後期高齢者医療に関する条例の一部改正） 

第１条 常総市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年常総市条例第８号）の

一部を次のように改正する。 

第３条第２号中「第５５条第１項」の次に「（法第５５条の２第２項におい

て準用する場合を含む。）」を加え，「病院等（同項」を「病院等（法第５５

条第１項」に改め，同条第３号中「法第５５条第２項第１号」の次に「（法第

５５条の２第２項において準用する場合を含む。）」を加え，同条第４号中

「法第５５条第２項第２号」の次に「（法第５５条の２第２項において準用す

る場合を含む。）」を加え，「行った同号」を「行った法第５５条第２項第２

号」に改め，同条に次の１号を加える。 

(5) 法第５５条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であって，国民健

康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第１１６条の２第１項及び第２項

の規定の適用を受け，これらの規定により常総市に住所を有するものとみ

なされた国民健康保険の被保険者であった被保険者 

第４条第２項中「よりがたい」を「より難い」に改め，同条第３項中「すべ

て」を「全て」に改める。 

第６条第１項ただし書を次のように改める。 

ただし，延滞金額に１００円未満の端数が生じるときにあっては当該端数

を，延滞金額が１，０００円未満であるときにあってはその全額を切り捨て

るものとする。 

第１０条第２項中「納額告知書」を「納入通知書」に，「発布の」を「発す

る」に改める。 

附則第１条の見出し及び条名を削る。 

附則第２条を削る。 

（常総市国民健康保険条例の一部改正） 

第２条 常総市国民健康保険条例（昭和５２年水海道市条例第１０号）の一部を

次のように改正する。 

目次中「市が行う国民健康保険」の次に「の事務」を加える。 
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「第１章 市が行う国民健康保険」を「第１章 市が行う国民健康保険の事

務」に改める。 

第１条中「行う国民健康保険」の次に「の事務」を加える。 

第２条中「国民健康保険運営協議会（」の次に「法第１１条第２項の規定に

基づき設置する市の国民健康保険事業の運営に関する協議会をいう。」を加え

る。 

附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 
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議案第７２号 

 

常総市いじめ防止対策委員会条例について 

 

常総市いじめ防止対策委員会条例を次のように定めたいので，地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求め

る。 

 

平成３０年２月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，いじめ防止対策推進法の規定に基づき地域におけるいじめの防止等の

対策を実効的に行うとともに，いじめに係る重大事態等に対処し，及びその発生

の防止に資することとし，その調査及び審議を行う附属機関として，常総市いじ

め防止対策委員会を設置するため，これを提出する。 
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常総市条例第  号 

 

常総市いじめ防止対策委員会条例 

 

（設置） 

第１条 いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」とい

う。）第１４条第３項及び第２８条第１項の規定に基づき，常総市教育委員会

（以下「教育委員会」という。）の附属機関として，常総市いじめ防止対策委

員会（以下「対策委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 対策委員会は，教育委員会の諮問に応じ，次に掲げる事項について調査

及び審議を行い，その結果を答申するものとする。 

(1) 法第１４条第３項の規定による地域におけるいじめの防止等（法第１条の

いじめの防止等をいう。以下同じ。）のための実効的な対策の実施に関する

こと。 

(2) 法第２８条第１項の規定による重大事態に係る事実関係を明確にするため

の調査に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか，いじめの防止等のために教育委員会が必要と

認める事項 

（委員） 

第３条 対策委員会は，委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は，いじめの防止等に関する知識及び経験を有する者のうちから教育委

員会が委嘱する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は，３年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず，委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は，

前任の委員の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 対策委員会に委員長及び副委員長を置き，委員の互選によりこれを選任

する。 

２ 委員長は，会務を総理し，対策委員会を代表する。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又は委員長が欠け

たときは，その職務を代理する。 
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（臨時委員） 

第６条 教育委員会は，対策委員会に特別の事項を調査させ，及び審議させるた

め必要があると認めるときは，臨時委員を置くことができる。 

２ 臨時委員は，当該特別の事項に関し，専門的な知識及び経験を有する者のう

ちから教育委員会が委嘱する。 

３ 臨時委員の任期は，当該特別の事項に係る調査及び審議が終了するときまで

とする。 

（会議） 

第７条 対策委員会の会議（以下「会議」という。）は，委員長が招集し，その

議事を進行する。ただし，委員の委嘱後最初に開かれる会議は，教育長が招集

する。 

２ 会議は，委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ，

これを開くことができない。ただし，次条の規定による委員の除斥のため半数

に達しない場合は，この限りでない。 

３ 会議の議事は，出席した委員及び臨時委員の過半数で決し，可否同数のとき

は委員長の決するところによる。 

４ 委員長は，必要があると認めるときは，会議に委員及び臨時委員以外の者の

出席を求め，意見若しくは説明を聴き，又は資料の提出を求めることができる。 

５ 会議は，公開とする。ただし，第２条第２号に掲げる事項について調査し，

及び審議するときは，この限りでない。 

（委員の除斥） 

第８条 第２条第２号に掲げる事項を調査し，及び審議する場合において，委員

が次の各号のいずれかに該当するときは，その議事に参与することができない。 

(1) ４親等内の親族が当該事項の当事者であるとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか，公平性又は中立性の確保において支障を生じさ

せるおそれがあると対策委員会が認めるとき。 

（守秘義務等） 

第９条 委員及び臨時委員は，職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

その職を退いた後も，同様とする。 

（庶務） 

第１０条 対策委員会の庶務は，教育委員会事務局指導課において処理する。 

（補則） 

第１１条 この条例に定めるもののほか，対策委員会の運営に関し必要な事項は，
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教育委員会規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

（常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正） 

２ 常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和

３１年水海道市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

別表第１教育審査委員の項の次に次のように加える。 

いじめ防止対策委員会の委員 日額 10,000円 一般職 

別表第５市外在住の復興計画策定委員会の委員の項を削り，同表に次のよ

うに加える。 

市外在住のいじめ防止対策委員会の委員 一般職の旅費相当額 
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議案第７３号 

 

常総市文化芸術振興条例の一部を改正する条例について 

 

常総市文化芸術振興条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので，地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の

議決を求める。 

 

平成３０年２月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，文化芸術振興基本法が改正され，その題名が改められたことから，条

例の題名及び条例中で引用する法律名を改めるとともに，用字について法律との

整合を図る改正を行うため，これを提出する。 
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常総市条例第  号 

 

常総市文化芸術振興条例の一部を改正する条例 

 

常総市文化芸術振興条例（平成２４年常総市条例第１４号）の一部を次のよう

に改正する。 

題名を次のように改める。 

常総市文化芸術条例 

前文中「常総市文化芸術振興条例」を「常総市文化芸術条例」に改める。 

第１条中「文化芸術振興基本法」を「文化芸術基本法」に改め，「の振興」を

削る。 

第２条中「の振興」を「に関する施策の推進」に改める。 

第３条第１項中「の振興」を削り，同条第２項中「の振興」を「に関する施策

の推進」に改め，同条第３項中「の振興」を削る。 

第６条の見出しを「（文化芸術推進基本計画）」に改め，同条第１項中「の振

興」を削り，「総合的」の次に「かつ計画的」を加え，「「基本計画」」を

「「文化芸術推進基本計画」」に改め，同条第２項中「基本計画」を「文化芸術

推進基本計画」に改め，同項第５号中「の振興」を削り，同条第３項から同条第

５項までの規定中「基本計画」を「文化芸術推進基本計画」に改める。 

第７条中「市の文化芸術の振興を図る」を「文化芸術基本法第３７条の規定に

基づき，市の文化芸術に関する重要事項を審議する」に改める。 

第８条中「の振興」を削る。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第７４号 

 

常総市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例について 

 

常総市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定めたいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第

１号の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年２月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，市内に設置する社会体育施設のうち，石下体育館及び豊岡球場を廃止

することとし，別表に掲げる当該施設の規定を削るため，これを提出する。 
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常総市条例第  号 

 

常総市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

常総市社会体育施設の設置及び管理に関する条例（平成１７年水海道市条例第

１５０号）の一部を次のように改正する。 

別表第１石下体育館の項及び豊岡球場の項を削る。 

別表第２第２項を削り，同表第３項を同表第２項とし，同表第４項中「，豊岡

球場」を削り，同項の表中「豊岡球場・原山球場・小貝球場・天満運動場」を

「原山球場 小貝球場 天満運動場」に改め，同項を同表第３項とし，同表第５

項から第９項までを１項ずつ繰り上げる。 

附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 
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議案第９８号 

 

常総市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

常総市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので，

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会

の議決を求める。 

 

平成３０年２月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，地方税法が改正され，国民健康保険税の基礎課税額等について，都道

府県が市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金に関する規定が盛り込まれ

たことから，法律と同様の改正を行うため，これを提出する。 
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常総市条例第  号 

 

常総市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

常総市国民健康保険税条例（昭和３４年水海道市条例第１３号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第１項を次のように改める。 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は，世帯主及びその世

帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とす

る。 

(1) 基礎課税額（国民健康保険税のうち，国民健康保険に関する特別会計にお

いて負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法（昭和３３年

法律第１９２号）の規定による国民健康保険事業費納付金（以下この条にお

いて「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要する費用のうち，

茨城県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の規定による後期高齢者支援金

等（以下この条において「後期高齢者支援金等」という。）及び介護保険法

（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金（以下この条において「介

護納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）に充てる

ための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

(2) 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち，国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用（茨城県の国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。）

に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

(3) 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち，介護保険法第

９条第２号に規定する第２号被保険者であるものをいう。以下同じ。）につ

き算定した介護納付金課税額（国民健康保険税のうち，国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用（茨城県の国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てる

ための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

第２条第２項中「前項」を「前項第１号」に改め，同条第３項中「第１項」を

「第１項第２号」に改め，同条第４項中「第１項」を「第１項第３号」に改め，

「（国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第９条第２号に規定する被保険者
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であるものをいう。以下同じ。）」を削る。 

第５条第１号中「（昭和３３年法律第１９２号）」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の常総市国民健康保険税条例の規定は，平成３０年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し，平成２９年度分までの国民健康保険税につい

ては，なお従前の例による。 
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議案第７５号 

 

常総市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に

関する法律第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例について 

 

常総市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律

第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例を次のように定めたいので，地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議

決を求める。 

 

平成３０年２月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法

律の規定に基づき，工場立地法に基づく準則で定められた工場等の緑地及び環境

施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を緩和する準則を定めるため，こ

れを提出する。 
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常総市条例第  号 

 

常総市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関す

る法律第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化

に関する法律（平成１９年法律第４０号。以下「法」という。）第９条第１項

の規定に基づき，工場立地法（昭和３４年法律第２４号）第４条第１項の規定

により公表された工場立地に関する準則（平成１０年大蔵省、厚生省、農林水

産省、通商産業省、運輸省告示第１号。以下「法準則」という。）に代えて適

用すべき準則を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は，工場立地法において使用する用語の

例による。 

２ この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(1) 工場立地特例対象区域 法第９条第１項の工場立地特例対象区域をいう。 

(2) 甲種区域 緑地面積率等に関する工場立地特例対象区域についての区域の

区分ごとの基準（平成１９年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、

国土交通省告示第２号。次号において「法区域区分基準」という。）に規定

する甲種区域をいう。 

(3) 乙種区域 法区域区分基準に規定する乙種区域をいう。 

（工場立地特例対象区域における緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する

割合） 

第３条 この条例を適用する工場立地特例対象区域の名称及び種別並びに当該工

場立地特例対象区域における緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合

は，別表のとおりとする。 

（既存工場等に係る面積の算定） 

第４条 昭和４９年６月２８日において，現に設置され，又は設置のための工事

が行われていた工場等（工場立地法第６条第１項の製造業等に係る工場又は事

業所をいう。）（以下「既存工場等」という。）がこの条例を適用する工場立

地特例対象区域の区域内に存する場合であって，当該既存工場等において，生
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産施設の面積の変更（生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。）が行われる

ときは，別表に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定について

は，法準則（備考）第１項第２号及び第３号の規定を準用する。この場合にお

いて，法準則（備考）第１項第２号中「０．２」とあるのは，既存工場等が甲

種区域の区域内に存する場合にあっては「０．１」と，乙種区域の区域内に存

する場合にあっては「０．０５」と，同項第３号中「０．２５」とあるのは，

既存工場等が甲種区域の区域内に存する場合にあっては「０．１５」と，乙種

区域の区域内に存する場合にあっては「０．１」とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，法準則別表第１業種の区分欄に掲げる２以上の業

種に属する既存工場等がこの条例を適用する工場立地特例対象区域の区域内に

存する場合であって，当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われ

るときは，別表に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定につい

ては，法準則（備考）第３項第１号及び第２号の規定を準用する。この場合に

おいて，法準則（備考）第３項第１号中「０．２」とあるのは，既存工場等が

甲種区域の区域内に存する場合にあっては「０．１」と，乙種区域の区域内に

存する場合にあっては「０．０５」と，同項第２号中「０．２５」とあるのは，

既存工場等が甲種区域の区域内に存する場合にあっては「０．１５」と，乙種

区域の区域内に存する場合にあっては「０．１」とする。 

附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

工場立地特例対象区域 緑地の面積の敷地面

積に対する割合 

環境施設の面積の敷

地面積に対する割合 名称 種別 

常総インターチェンジ周

辺地区 

甲種区域 １００分の１０以上 １００分の１５以上 

大生郷工業団地地区 乙種区域 １００分の５以上 １００分の１０以上 

坂手工業団地及び周辺地

区 

   

内守谷工業団地及び隣接

地区 

   

花島工業団地地区    
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議案第７６号 

 

常総市動物の愛護及び管理に関する条例について 

 

常総市動物の愛護及び管理に関する条例を次のように定めたいので，地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を

求める。 

 

平成３０年２月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，市民の動物に対する愛護の意識の高揚を図り，もって人と動物の共生

する社会の実現に資することを目的として，動物の愛護及び管理について必要な

事項を定めるため，これを提出する。 
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常総市条例第  号 

 

常総市動物の愛護及び管理に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は，動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０

５号。以下「法」という。）及び茨城県動物の愛護及び管理に関する条例（昭

和５４年茨城県条例第８号）に定めるもののほか，動物の愛護及び管理に関し

て必要な事項を定めることにより，市民の動物に対する愛護の意識の高揚を図

り，もって人と動物の共生する社会の実現に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところ

による。 

(1) 動物 哺乳類，鳥類及び爬
は

虫類に属する動物をいう。 

(2) 家庭動物 愛がんすることを目的として家庭等で飼養され，又は保管され

ている動物をいう。 

(3) 飼い主 家庭動物の所有者（所有者以外の者が飼養し，又は保管している

場合にあっては，その者を含む。）をいう。 

（市の責務） 

第３条 市は，この条例の目的を達成するために必要な施策を講ずるものとし，

市民及び飼い主と協力してこれを実施するよう努めなければならない。 

（市民の責務） 

第４条 市民は，動物の愛護に努めるとともに，市が実施する施策に協力するよ

う努めるものとする。 

（飼い主の責務） 

第５条 飼い主は，動物が命あるものであることを十分に認識するとともに，家

庭動物の適正な飼養及び保管に努めなければならない。 

２ 飼い主は，家庭動物がその命を終えるまで適切に飼養するよう努めるととも

に，これが困難となった場合は，適切に飼養することのできる者に譲渡するよ

う努めなければならない。 

３ 飼い主は，家庭動物の飼養に当たり，周辺環境に配慮して近隣住民の理解を

得られるよう心掛けるとともに，人と動物が共生できる環境づくりに努めなけ

ればならない。 
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（飼い主になろうとする者の責務） 

第６条 飼い主になろうとする者は，飼養に先立ち，飼養しようとする動物の生

態，習性等に関する知識の習得に努めるとともに，将来にわたる飼養の可能性

について，住宅環境及び家族構成の変化並びに飼養しようとする動物の寿命等

を考慮するよう努めなければならない。 

（犬の飼い主の遵守事項） 

第７条 犬の飼い主は，次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 犬の生態，習性等を理解した上で，当該犬に応じたしつけを行い，飼い主

の制御に従うよう訓練すること。 

(2) 飼養する施設の敷地外で犬を運動させようとする場合は，当該犬の排せつ

を済ませてから運動させるよう努めるとともに，当該犬のふんを処理するた

めの用具を携行し，ふんをしたときは，速やかに処理すること。 

（猫の飼い主の遵守事項） 

第８条 猫の飼い主は，疾病の感染及び不慮の事故の発生を防止し，並びに周辺

の生活環境を保全するため，当該猫を屋内で飼養するよう努めなければならな

い。 

２ 猫の飼い主は，やむを得ずその飼養する猫を屋外に出そうとする場合は，み

だりに繁殖することを防止するため，生殖を不能にする手術その他の措置を講

ずるとともに，飼い主の連絡先を記した首輪，名札等又は飼い主を特定するこ

とができる番号が記録されたマイクロチップを装着し，自己の所有の猫である

ことを明らかにしなければならない。 

（犬及び猫の一時預かり等） 

第９条 市長は，飼い主の判明しない犬又は猫（以下「不明犬等」という。）の

引取りをその拾得者その他の者から求められた場合は，これを規則で定める期

間内において，一時的に預かることができる。ただし，不明犬等の疾病，負傷

等の状態により一時的に預かることが困難であると認めるときは，この限りで

ない。 

２ 前項本文の規定により不明犬等を一時的に預かる場合において，市長は，当

該不明犬等を引き取るべき場所を指定することができる。 

３ 市長は，第１項本文の規定により一時的に預かった不明犬等について，飼い

主に返還し，又は当該不明犬等を適切に飼養することのできる者へ譲渡するた

めの施策を講ずるものとする。 

４ 市長は，第１項に規定する期間内に不明犬等の飼い主又は譲渡を希望する者
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からの申し出がないときは，法第３５条第３項において準用する同条第１項の

規定により茨城県に当該不明犬等の引取りを求めるものとする。 

（動物を負傷させた者のとるべき措置） 

第１０条 過失により動物を負傷させ，又は死亡させた者は，速やかにこれを救

護し，又は収容する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

（負傷動物の収容等） 

第１１条 市長は，道路，公園その他の公共の場所において，疾病にかかり，又

は負傷した動物を発見した者から通報があった場合において，その所有者が判

明しないときは，これを収容するものとする。 

２ 市長は，前項の規定により動物を収容したときは，救護その他必要な措置を

講ずるとともに，法第３６条第１項の規定により茨城県に対し，当該動物を収

容した旨を通報し，その引取りを求めるものとする。 

（災害時における措置） 

第１２条 飼い主は，地震，風水害等の災害の発生に備え，家庭動物の適正な保

管のための準備を行うよう努めるとともに，災害が発生したときは，家庭動物

の健康及び安全の保持のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 市長は，災害が発生した場合における家庭動物の保護のために次に掲げる措

置を講ずるものとする。 

(1) 避難所において家庭動物（人の生命，身体又は財産に害を加えるおそれが

あるとして規則で定める動物を除く。）を受け入れるための体制の整備 

(2) 負傷した家庭動物を救護するための体制の整備 

(3) 前２号に掲げるもののほか，家庭動物の保護のために必要と認める措置 

（国等との連携） 

第１３条 市は，人と動物の共生する社会の実現に向け，効果的に施策を実施す

るために国，茨城県その他の地方公共団体及び動物の愛護を目的とする団体等

との連携を図るものとする。 

（委任） 

第１４条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，

規則で定める。 

附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 
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議案第７７号 

 

常総市開発行為手数料条例の一部を改正する条例について 

 

常総市開発行為手数料条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので，

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会

の議決を求める。 

 

平成３０年２月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，都市計画法に基づく開発行為の許可等に係る手数料について，受益に

応じた適正な負担を求める必要があると認められることから，証明書の交付に対

する手数料を引き上げることとし，別表に定める金額の改正を行うため，これを

提出する。 



76 

常総市条例第  号 

 

常総市開発行為手数料条例の一部を改正する条例 

 

常総市開発行為手数料条例（平成１９年常総市条例第２３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表第１の７の項中「４００円」を「５，０００円」に改める。 

附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 
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議案第７８号 

 

市道の路線の変更について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により次の路線を

変更したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年２月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

３８０７ 

旧 内守谷町３７ 旧 内守谷町３７１８ 

新 内守谷町３７ 新 内守谷町３７１９－１ 

 

提案理由 

本案は，内守谷町地内の路線について，当該路線の両側に接する土地の一体的

な利用を目的として，当該土地の所有者から土地の交換及び路線の付け替えの要

望があることから，その終点を変更するため，これを提出する。 
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議案第７９号 

 

市道の路線の変更について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により次の路線を

変更したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年２月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西９２６ 

旧 古間木１７１２－１ 旧 古間木１７２４－１ 

新 古間木１７１２－１ 新 古間木１７２２－１ 

 

提案理由 

本案は，古間木地内の路線について，現路線の終点から他の市道に接続する私

道が，従前から一般の通行に利用されていることから，議案第８０号において廃

止する路線の一部と交換した上で，市道として管理することとし，その終点を変

更するため，これを提出する。 
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議案第８０号 

 

市道の路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次の路線を

廃止したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年２月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西９２７号線 古間木沼新田４３７－１ 古間木１７２２ 

 

提案理由 

本案は，古間木地内の路線について，道路としての機能を有しておらず，当該

路線に隣接する土地の所有者から払下げ等の要望があることから，その認定を廃

止するため，これを提出する。 
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議案第８１号 

 

市道の路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次の路線を

廃止したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年２月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

東４６７号線 豊田１９５４－３ 豊田１９５１ 

 

提案理由 

本案は，豊田地内の路線について，墓地への進入路として利用されている道路

であるが，当該墓地の管理者から払下げの要望があることから，その認定を廃止

するため，これを提出する。 

 


